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令和2年6月より改正労働施策総合推進法（以下､労推法）が施行され､いよいよ令和4年4月から中小企業に

対しても､職場のパワーハラスメント（以下､パワハラ）対策が義務化されます｡これに伴い､東京労働局は中小企

業向けの自主点検票を作成し､点検と対策の実施を要請しています｡自主点検は｢事業主の方針の明確化と周知・

啓発｣や｢相談体制の整備｣､｢相談後の迅速・適切な対応｣などパワハラ防止に関する指針において講ずべき措置

として挙げられている項目への対応を促すもので､あわせて項目ごとの留意点と対応例をまとめた解説資料と動

画を公開しました｡そこで､今回のヒューマン・プライム通信では､講ずべき措置の中で最も重要と考える｢相談窓

口｣を取り上げて説明します｡なお､他の項目について内容をお知りになりたい方は､東京労働局HPから｢職場の

パワーハラスメント対策に係る自主点検票の解説｣をご覧ください｡また解説動画はこちらよりご視聴ください｡

職場のパワーハラスメント対策に係る自主点検について

　　　　　　　　　　　　　　　　　パワハラは人格を傷つけ､

仕事の意欲や自信を喪失させ､ひいてはメンタルヘルスの悪化に

より休職や退職に至らせるなど､労働者に大きな影響を与えること

があります｡企業にとっても労働者が休業や退職に至った場合､大

きな損失となります｡また､事業主は安全配慮義務違反､不法行為

責任､使用者責任等の法的責任を問われ､損害賠償請求を求められ

ることがあります｡自主点検に基づきパワハラ対策に取り組むこと

は､このようなリスクを回避するだけでなく､働きやすい職場づくりにもつながります｡自主点検票は､

労推法によって事業主の責務とされている事項についてチェックする形式になっています｡点検結果

が｢いない｣に〇を付けた項目については､労推法の遵守に向けた対策を進めていく必要があります｡

労推法第30条の2第1項により､事業主は､職場のパワハラによって

労働者の就業環境が害されることのないよう､労働者からの相談に応

じることが義務付けられています｡指針では､相談窓口をあらかじめ定

め､労働者に周知することとなっています｡

① 相談窓口の設置の仕方
　従業員が相談しやすい相談窓口を設置し､できるだけ初期の段階で
　対応できるようにします｡
　　●相談窓口は､外部の専門家（弁護士､社会保険労務士など）に

　　　委託することもできます｡

　　●本格的な相談の前に受付のための一次相談窓口を設け､コン

　　　プライアンスなどの担当部署や､カウンセラーや産業医に

　　　引き継ぐ方法もあります｡

　　●相談方法は電話､メール､面談など様々な方法があり､従業員が

　　　相談しやすいように複数の選択肢を用意されるのが望ましいです｡

② 相談窓口の周知
　相談窓口を設置したら､

　パート･アルバイトや

　派遣労働者を含む

　全ての従業員に

　漏れなく周知します｡

相談担当者は相談内容に応じて適切に対応することが

求められます｡また､従業員が安心して相談できるよう
に､事業主は相談担当者に必要な教育を行わなければ
なりません｡
相談対応における最低限の留意点は以下の通りです｡

　●相談者が主張する事実を正確に把握し､相談の

　　段階で結論を出すような発言を控える｡

　●相談者にプライバシーは保護されることを説明

　　する｡また､相談していることが周囲の従業員に

　　もれないよう個室や勤務先以外の場所で話を聴

　　き､相談内容は関係者のみで共有する｡

　●関係者からの調査（事実確認）の実施の有無に

　　ついて相談者の意向を尊重する｡

　●相談したことや調査を希望したこと等により

　　不利益な取扱いがされないことを説明する｡

　●相談者から自殺を暗示するような発言があった

　　場合には､産業医など医療専門家へ速やかに

　　連携する｡

なお相談対応については右動画 (約15分)

を視聴し､参考にしてください｡

■ 自主点検の意義について

■ 相談窓口の設置について ■ 相談対応について

【ハラスメント相談窓口】
ハラスメントの相談は下記窓口にしてください。
〇部 相談担当 〇〇 電話● メール●●
〇部 相談担当 〇○ 電話● メール●●
　※通報窓口でもハラスメントの相談を
　　受け付けています。

職場のパワーハラスメント対策に
係わる自主点検票

（東京労働局より抜粋）
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https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000965844.pdf
https://youtu.be/SJkrW3v0gjY
https://no-harassment.mhlw.go.jp/movie/7-3
https://no-harassment.mhlw.go.jp/movie/7-3

